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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 25 年５月 23 日開催の取締役会において、平成 25 年６月 24 日開催予定の第 22 回

定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

  １．定款一部変更の主旨及び目的 

   （１） 今後の事業内容の多様化への対応及び法改正に伴い規定に従った表現に改めるため、
現行定款第２条（目的）につき、事業の目的事項を追加及び一部変更するものであり
ます。  

（２） 議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第８条（単元未満株式に
ついての権利）を新設し、条数の繰り下げ及び附則の変更を行うものであります。 
 なお、現行定款第５条（発行する株式の総数）及び第７条（単元株式数）につきま
しては、会社法第184条第２項及び第191条の規定に基づき、平成25年４月26日（金曜
日）開催の取締役会において、平成25年７月１日（月曜日）を効力発生日として、発
行可能株式総数を28,800株から5,760,000株に変更し、単元株制度を採用して１単元を
100株とする旨の定款変更決議をしております。  

（３） その他、現行定款の表現等の統一及び字句の整備を行うものであります。 

 

  ２．定款変更の内容 

     変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

  ３．定款変更の効力発生日（予定）  

     平成 25 年６月 24 日 

                                          

 

 

 



   別 紙                     （下線は変更部分を示します。） 

現  行  定  款 変   更   案 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１.～31.   （条文省略） 

32．高齢者専用賃貸住宅の管理・運営

33.～38.   （条文省略） 

            (新  設） 

             (新  設） 

             (新  設） 

39.        （条文省略）  

 

  

      （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条～第30条 （条文省略） 

  

        （第36条より移設） 

  

        （第37条より移設） 

 

 

 

 

 

 

         （第39条より移設） 

 

 

 

 

 

 

 

第31条～第34条  （条文省略）   

（監査役会規程） 

第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又

は定款に定めるもののほか、監査

役会において定める監査役会規程

による。 
（員 数） 

第 36 条 当会社の監査役は、５名以内とす

る。 
 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

１.～31.  （現行どおり） 

32. 高齢者向け賃貸住宅の管理・運営   

33.～38.  （現行どおり） 

39. 情報提供サービス業 

40. 広告代理業 

41. マーケティング業 

42.           （現行どおり） 

 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の単元未満株式を有する株主

は、次の各号に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲

げる権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定に

よる請求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集

株式の割当て及び募集新株予約権

の割当てを受ける権利  

第９条～第31条 （現行どおり）  

（員 数） 

第32条 当会社の監査役は、５名以内とする。

（選 任） 

第33条 監査役は、株主総会の決議によって

選任する。 

  ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。 

（任  期） 

第34条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時まで

とする。 

  ２ 任期満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時ま

でとする。 

第35条～第38条 （現行どおり） 

  

（第40条へ移設）  

 
 
 

  

                （第 32 条へ移設） 

 



現  行  定  款 変   更   案 

（選 任） 

第 37 条 監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。 
２ 監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 
第 38 条         （条文省略)  
（任 期） 

第39条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終

結の時までとする。 

  ２ 任期満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了

する時までとする。  
  

            （第 35 条より移設） 
 
 
 
第 40 条～第 41 条 （条文省略） 
（会計監査人の選任方法） 

第 42 条         （条文省略）  
第 43 条         （条文省略）  
（報酬等） 

第 44 条 会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定め

る。  
第 45 条 当会社は、会社法第４２６条第１

項の規定により、任務を怠ったこ

とによる会計監査人（会計監査人

であった者を含む。）の損害賠償責

任を、法令の限度において、取締

役会の決議によって免除すること

ができる。 
２ 当会社は、会社法第４２７条第１

項の規定により、会計監査人との

間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法

令が規定する額とする。 

  

                 （第 33 条へ移設）  
 
 
 
 
 
 
第 39 条          （現行どおり）  

   

                 （第 34 条へ移行）  
 
 
 
 
 
 
 
 （監査役会規程） 

第 40 条 監査役会に関する事項は、法令又は

定款に定めるもののほか、監査役会

において定める監査役会規程によ

る。 
第 41 条～第 42 条 （現行どおり） 
（選 任） 

第 43 条          （現行どおり）  
第 44 条          （現行どおり）  
  

                  （第 46 条へ移設）  
 
 
第 45 条 当会社は、取締役会の決議によって

会計監査人（会計監査人であった者

を含む。）の会社法第４２６条第１項

の賠償責任について、法令に定める

要件に該当する場合には、法令に定

める限度の範囲内で免除することが

できる。 
   ２ 当会社は、会計監査人との間で、会

社法第４２７条第１項の賠償責任に

ついて、法令に定める要件に該当す

る場合には、賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

 

 

 

 

 



 

現  行  定  款 変   更   案 

  

                 （第 44 条より移設）  
 
第 46 条～第 49 条 （条文省略）  
附 則 

第１条 第５条の変更及び第７条の新設

並びにこれに伴う条数の繰り下

げは、平成25年７月１日をもって

その効力を生じるものとする。 

  

第２条 前条及び本条の規定は平成２５

年７月１日をもってこれを削除す

る。 
 

（会計監査人の報酬等） 

第 46 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役会の同意を得て定める。 
第 47 条～第 50 条 （現行どおり）  
附 則 

第１条 第５条の変更及び第７条の新設並び

に第８条の新設並びにこれに伴う条

数の繰り下げは、平成25年７月１日

をもってその効力を生じるものとす

る。 

第２条        （現行どおり）  
 

                                      以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


